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現行住宅マスタープランにおける施策の取組状況

良質な住宅ストックと良好な再生の促進
○マンション管理の適正化と再生の促進○マンション管理の適正化と再生の促進

・東京のマンション2009
・マンション管理ガイドライン
・優良マンション登録表示制度・アドバイザー制度
・マンション改良工事助成制度マンション改良工事助成制度

○住宅の耐震化・木造住宅密集地域の整備
・耐震改修促進計画・普及啓発・耐震化促進助成・耐震化促進税制
・防災都市づくり推進計画

○環境負荷の低減○環境負荷の低減
・長期優良住宅の認定
・住宅の省エネリフォームガイドブック
・マンション環境性能表示制度の拡充
・太陽光発電、太陽熱利用への助成

○賃貸住宅の質の向上と管理の適正化
○住宅地マネジメント活動の支援

居住者等による管理運営組織の設立 まち並みの維持保全のための取組の支援・居住者等による管理運営組織の設立、まち並みの維持保全のための取組の支援
（東村山本町地区プロジェクト）



○職住が近接した豊かな住環境の形成
○公共住宅ストックの更新の 層の推進○公共住宅ストックの更新の一層の推進

・都営住宅耐震化整備プログラム

都民が適切に住宅を選択できる市場の整備都民が適切に住宅を選択できる市場の整備
○既存住宅流通・リフォーム市場の活性化

・安心して住宅を売買するためのガイドブック（戸建住宅編・マンション編）
・住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム１０）
住宅リフォ ムガイド・住宅リフォームガイド

○新築住宅市場の誘導
・地域工務店から消費者への情報提供の手引き
・広くて質がよく低廉な戸建住宅供給の実証実験

（東村山本町地区プロジェクト）
・地域工務店のための安くて質の良い家づくりのひけつ

○住み替え支援等による持家ストックの活用
・（参考）マイホーム借上げ制度（移住・住みかえ支援機構）・（参考）マイホーム借上げ制度（移住・住みかえ支援機構）

○新たな居住形態の増加や新たな住宅関連事業者の参入への対応
○住宅関連情報の信頼性の向上

・住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム１０）
・優良マンション登録表示制度・アドバイザー制度
・耐震診断事務所登録制度

○賃貸住宅におけるトラブルの防止
・賃貸住宅トラブル防止ガイドライン賃貸住宅トラブル防止ガイドライン



住宅に困窮する都民の居住の安定確保民
○高齢者向けの住まいの確保

・都営住宅における優遇抽選制度
・都営住宅建替えにおける高齢者福祉施設等の整備
・高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業
・高齢者円滑入居賃貸住宅制度
・あんしん入居制度
・あんしん賃貸支援事業
・都営住宅建替え創出用地での民活事業による高齢者施設等の導入都営住宅建替え創出用地での民活事業による高齢者施設等の導入

○子育て世帯の支援
・都営住宅の期限付き入居制度
都営住宅建替えにおける児童福祉施設等の整備・都営住宅建替えにおける児童福祉施設等の整備

・都営住宅建替え創出用地での民活事業による子育て支援施設等の導入
（勝どき一丁目地区プロジェクト）

・東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅助成事業

○住宅困窮者 の対応○住宅困窮者への対応
・都営住宅の管理の適正化
・住宅手当緊急特別措置事業
・Tokyoチャレンジ介護
・年末年始の生活総合相談

○都有地等を活用した住宅等の供給
・都営住宅建替え創出用地での民活事業による高齢者・子育て支援施設等の導入



良質な住宅ストックと良質な住宅ストックと

良好な住環境の形成良好な住環境の形成

４



東京のマンション2009

マンション管理の適正化と再生の促進

◇マンションの維持管理や建替え等に係る課題を明らかにし、今後の施策展開に資するため、
都の調査結果や、 国、民間のデータを整理し、とりまとめたもの。（平成21年10月作成）
◇円滑な建替えの参考となるよう都内の建替え事例も併せて紹介 。

【構成】
 

 

◇円滑な建替えの参考となるよう都内の建替え事例も併せて紹介 。

■表紙、序、目次

■第１章 都内マンションの現状
１ 増大する都内マンション

【構成】
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高経年化が進むマンション

■第２章 マンションの主要課題
１ 管理組合運営の困難化
２ 修繕計画

東京のマンション 2009 

 

２ 修繕計画
３ 分譲時点での管理に関する取り決め
４ 耐震化
５ 建替え

 

 

 

■第３章 まとめ

■第４章 都のマンション施策

■（参考）マンション建替え認可事例の紹介

 

 

２００９（平成２１）年１０月 

東 京 都 都 市 整 備 局 
■（参考）マンション建替え認可事例の紹介

■資料編
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マンション管理ガイドライン

マンション管理の適正化と再生の促進

◇マンション管理に関して、新規分譲時（販売から入居）に分譲事業者等が購入予定者に説明
することが望ましい事項や、より良い管理に向け、管理組合が行うことが望ましい維持管理の
具体的な項目や水準を、関係業界団体の協力を得て、「マンション管理ガイドライン」としてまと具体的な項目や水準を、関係業界団体の協力を得て、 マンション管理ガイドライン」としてまと
めたもの（平成17年11月策定）。

新規分譲時に分譲事業者が購入予定者に説明することが望まし・ 新規分譲時に分譲事業者が購入予定者に説明することが望まし
い事項を示した
・ 維持管理に関する書面による周知
・ 管理規約案に、長期修繕計画は概ね５年毎に見直す旨を 明記管 規約案 、長期修繕計画 概 年毎 見直す旨を 明記

・ より良い管理に向け、管理組合が行うことが望ましい維持管理の
具体的な項目や水準を示した

３０年の長期修繕計画の策定 同計画と連動した修繕積立金の・ ３０年の長期修繕計画の策定、同計画と連動した修繕積立金の
確保

・ 管理委託の履行状況の確認、等

・ 既存マンションの耐震対策について、管理組合として取組む際の
具体的な手順や方法を示した
・ 耐震対策の進め方の例、耐震補強対策の事例、等
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優良マンション登録表示制度・アドバイザー制度

マンション管理の適正化と再生の促進

◇優良マンション登録表示制度とは、建物（共用部分）の性能と管理の両面において、一定の水準を確保し
ている分譲マンションを「優良マンション」として認定・登録し 広く都民へ情報提供することにより マンション

■ 優良マンション登録表示制度・アドバイザー制度

制度創設年月 実績※ 申込者 料 金

実績等

ている分譲マンションを「優良マンション」として認定 登録し、広く都民へ情報提供することにより、マンション
の適切な維持管理の誘導とマンションの流通の促進を目的とする制度。

優良マンション登録表示 平成15年４月 212件
管理組合、住宅供給
事業者等

新築：44,100円
中古：90,300円
再認定登録：80,850円

※ 平成22年３月末現在

◇分譲マンション管理アドバイザー制度は、マンションの維持管理について、管理組合又は区分所有者に、
専門家（管理アドバイザー）が情報提供及びアドバイスを行うことにより、分譲マンションの良好な維持管理に
資する支援を行う制度。

◇分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度は 建替えか改修の判断が定まっていない 老朽化した分

実績等

◇分譲マンション建替え 改修アドバイザ 制度は、建替えか改修の判断が定まっていない、老朽化した分
譲マンションの管理組合又は区分所有者に、専門家（建替え・改修アドバイザー）が情報提供を行うことによ
り、管理組合等が進める勉強会等初動期の検討を支援することを目的とした制度。

制度創設
年月

実績※
アドバイザー
登録人数※

申込者 料 金

マンション管理
アドバイザー

平成12年
７月

127件 23人 管理組合区分所有者
Ａコース（基本） 13,650円
Ｂコース（個別事例） 21,000円

マンション
建替え・改修
アドバイザー

平成14年
12月

148件 35人
Ａコース：管理組合、区分所有者
Ｂコース：管理組合

※平成22年３月現在

Ａコース（基本） 13,650円
Ｂコース（個別事例） 65,100円
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マンション改良工事助成制度

マンション管理の適正化と再生の促進

融資（マンション共用部分リフォームローン）を受けて、マンションの外壁塗装や屋上防水、設備更新、バリアフリー
化など マンションの共用部分を計画的に改良・修繕を行う場合 融資の償還に際し 利子の一部を補給する

制度の概要（平成４年度開始）

化など、マンションの共用部分を計画的に改良・修繕を行う場合、融資の償還に際し、利子の 部を補給する。

申込資格 助成内容

住宅金 援 構 金 が都 在 譲 管 組 １ 住宅金融支援機構の金利が１％低利になるよ

う管理組合に対し利子補給する。

２ 利子補給対象額

住宅金融支援機構から融資を受けている額

１ 都内に所在する分譲マンションの管理組合

２ 住宅金融支援機構の融資（マンション共用部分 住宅金融支援機構から融資を受けている額

（元本で、工事費の80％又は戸当たり150万円

のいずれか低い額）

３ 利子補給期間

援機構
リフォームローン）を受ける

３ 財団法人マンション管理センターの債務保証を

実績件数

最長７年間を限度
３ 財団法人マンション管理センタ の債務保証を
受ける

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 累計

申込み件数
（件）

６８ ７１ ７８ ６３ ５８ ５３ ６６ ９１８
（件）

６８ ７１ ７８ ６３ ５８ ５３ ６６ ９１８

申込み戸数
（戸）

４，７６１ ３，６９３ ４，１８８ ２，７２５ ２，４５６ ２，８４７ ３，０２９ ５６，４１２

８



耐震改修促進計画・普及啓発・耐震化促進助成・耐震化促進税制

住宅の耐震化・木造住宅密集地域の整備

■ これまでの取組み

○耐震改修促進計画の作成（平成19年）

市 村等と連携 た普 啓発活動

■ 住宅の耐震化の現状と目標

耐震性不十分

7
百万戸

○区市町村等と連携した普及啓発活動
・ 耐震キャンペーンの実施（H20年度～）

・ 緊急輸送道路沿道建物へのローラー作戦

の実施（H21年度～）

区市町村による普及啓発の支援（H20年度 ） 耐震性あり耐震性あり

342,800
（5.6％）

耐震性不十分
612,200 戸耐震性不十分

955,000 戸
耐震性不十分
1,323,700 戸

3

4

5

6

目標

目標を達成
するために
耐震化を図・ 区市町村による普及啓発の支援（H20年度～）

・ 耐震化普及啓発ＤＶＤの活用（H20年度～）

○耐震化促進のための相談体制の整備・情報提供
・ 耐震化総合相談窓口の開設（H21年度～）

ポ タルサイトによる情報提供（H21年度 ）

耐震性あり
5,166,700 戸

（84.4％）
耐震性あり

4,252,200 戸
（76.3％）

耐震性あり
5,166,700 戸

（84.4％）

0

1

2

3

平成17年度末 平成27年度（自然更新） 平成27年度（目標）

目標
90％

耐震化を図
る必要があ
る住宅戸数約７６％

・ ポータルサイトによる情報提供（H21年度～）

・ 耐震診断事務所登録制度（H18年度～）

・ 耐震改修事例等の選定・紹介（H17年度～）

○耐震化促進のための助成制度
木造住宅 耐震診断件数 耐震改修件数

■ 耐震診断・耐震改修助成実績

平成17年度末 平成27年度（自然更新） 平成27年度（目標）

（資料）東京都耐震改修促進計画/東京都都市整備局

木造住宅

・ 耐震診断・耐震改修助成（H18年度～）

・ 耐震シェルター等の設置助成（H20年度～）

・ 住宅の耐震化促進税制（H20年度～）

マンション

耐震診断件数 耐震改修件数

H18
年度

H19
年度

H20
年度

H18
年度

H19
年度

H20
年度

木
造
住551件 486件 296件 22件 47件 55件マンション

・ 耐震診断（H18年度～）

・ 補強設計・耐震改修助成（H20年度～）

・ マンション耐震アドバイザー派遣事業の実施（H21年度～）

緊急輸送道路沿道の建築物

住
宅

551件 486件 296件 22件 47件 55件

マ
ン
シ
ョ
ン

21件

1,918戸

49件

4,739戸

32件

3,118戸

1件

43戸

1件

29戸

1件

31戸

・ 耐震診断・補強設計・耐震改修助成（H20年度～）

・ 改修工事費の低利融資制度（H21年度～）
注 東京都が区市に対して行った実績である(H18,19年度のマンションの耐震改修

実績については、都単独助成のため除く。）。

９



防災都市づくり推進計画

住宅の耐震化・木造住宅密集地域の整備

◇防災都市づくり推進計画（平成21年度改定）において重点整備地域、整備地域を指定。

防災都市づくり推進計画における「整備地域」「重点整備地域」

防災都市づくり推進計画
・平成７年度策定、平成15年度第１回改

防災都市づくり推進計画における「整備地域」「重点整備地域」

平成７年度策定、平成15年度第１回改
定、平成21年度第２回改定。

・老朽化した木造建築物が集積するなど 、
震災時の大きな被害が想定される地域
を「整備地域」として指定。
整備地域の中から 基盤整備型事業を・整備地域の中から、基盤整備型事業を
重点化して展開し、早期に防災性の向
上を図る地域を「重点整備地域」として
指定。

整備地域：
28地域・約7,000ヘクタール

重点整備地域：
11地域・約2,400ヘクタール

10



防災都市づくりのイメージ

住宅の耐震化・木造住宅密集地域の整備

(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の
機能確保

市街地の延焼を遮断し、かつ、避難や救援活
動の空間ともなる延焼遮断帯の整備を進めると
ともに、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を
促進し 震災時の輸送路等としての機能を確保促進し、震災時の輸送路等としての機能を確保
していく。

(2) 安全な市街地の形成
防災生活圏を基本的な単位として、防災の観

点から市街地整備の優先度を位置付け、地域
の特性に応じて適切な事業や規制・誘導策を効
果的に組み合わせ、展開していく。

(3) 避難場所等の確保(3) 避難場所等の確保
市街地の不燃化等の安全な市街地の形成に

加え、計画的な公園整備や土地利用転換に合
わせた緑地やオープンスペースを確保するとと
もに、避難場所周辺の建築物の不燃化や避難
場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震
化による避難時の安全性を確保していく。

11



長期優良住宅の認定

環境負荷の低減

（平成20 年法律第87 号 平成21 年6 月4 日施行）

１．目的

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及を促進することで 環境負荷の

■ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

２．概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及を促進することで、環境負荷の
低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。

長期優良住宅の建築･維持保全をしよう 所管行政庁
とする者（建築主等）

建築・維持保全に関する計画の作成
（長期優良住宅建築等計画）

認定基準
①長期に使用するための構造及び設備

（長期使用構造等）
劣化対策／耐震性／省エネ／

申請

認定

建
築
段 （長期優良住宅建築等計画）

定期点検と必要な補修･交換等維
持

劣化対策／耐震性／省エネ／
維持管理・更新の容易性 等

②居住環境等への配慮
（地区計画/景観計画 等）

③住戸面積

④ 保全 等

認定段
階

記録（住宅履歴情報）の作成及び保存
(認定時の書類、定期点検結果等の保存）

持
保
全
段
階

④維持保全の期間・方法 等

報告の徴収
助言・指導、改善命令、認定の取消し

３．優遇策
○認定長期優良住宅に対する税の特例措置（所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税）
○認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

４． 認定件数（平成22年５月末時点の累計）
東京都：３，９４３戸（戸建：３，７１７戸、共同住宅等：２２６戸）、全国：７０，４１３戸 （戸建：６９，３７７戸、共同住宅等：１，０３６戸）
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長期優良住宅認定実績の分布状況（１）

環境負荷の低減

■ 戸建住宅認定実績の分布状況

３，７１７戸 (平成22年5月末時点）

※ 島しょ 1戸を含む

奥多摩町

台東区
豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

青梅市

小平市

東村山市

西東京市福生市

東大和市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市
羽村市

あきる野市

瑞穂町
 日の出町

桧原村

奥多摩町

千代田区
中央区

港区

新宿区

文京区台東区
墨田区

江東区

目黒区

世田谷区

渋谷区

中野区
杉並区 江戸川区

八王子市

立川市 武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

小金井市

小平市

日野市

国分寺市

国立市

狛江市多摩市 稲城市

あきる野市桧原村

品川区

目黒区

大田区
町田市

狛江市多摩市 稲城市

= 200
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長期優良住宅認定実績の分布状況（２）

環境負荷の低減

■ 共同住宅等認定実績の分布状況
※共同住宅等には店舗付き住宅や事務所付き住宅等も含む。

２２６戸 (平成22年5月末時点）

青梅市

奥多摩町

文京区台東区
墨田区

中野区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

立川市 武蔵野市

青梅市

昭島市

小平市

東村山市

国分寺市

西東京市福生市

東大和市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市
羽村市

 あきる野市

瑞穂町
 日の出町

桧原村

千代田区
中央区

港区

新宿区

江東区

品川区

目黒区

世田谷区

渋谷区

中野区
杉並区 江戸川区

八王子市

武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

小金井市

日野市

国分寺市

国立市

狛江市多摩市 稲城市

品川区

大田区
町田市

= 200
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住宅の省エネリフォームガイドブック

環境負荷の低減

◇住宅の省エネルギー性能の向上を図るため、リフォーム（省エネリフォーム）の実施事例を東
京都が募集・評価して、リフォーム事業者や都民が省エネリフォームを検討する際に役立つ技
術情報や費用、効果の情報などを取りまとめたもの。（平成21年3月作成）術情報や費用、効果の情報などを取りまとめたもの。（平成21年3月作成）

◇東京都が実施した「既存住宅の省エネリフォーム実施事例の募集」にご応募いただいた事例
のうち優良なものとして選定された事例を中心に、リフォームの動機、工事の概要、工事費用、
リフォーム前後の光熱費削減実績などを紹介。

１ 住宅の省エネリフォームの重要性

【構成】

２ 住宅の省エネリフォームの効果

３ 住宅の省エネリフォームとは

４ 断熱性能・日射遮蔽性能の向上
既存住宅 省 ネリ ム実施事例 募集 選定４－１ 既存住宅の省エネリフォーム実施事例の募集・選定

４－２ 個別の省エネリフォームの実施事例
４－３ 複合的な省エネリフォームの実施事例
４－４ その他参考となる省エネリフォームの実施事例

５ 設備・機器の高効率化

６ 自然エネルギーの活用

７ 分譲マンションの省エネリフォームの留意点

８ 省エネリフォームと耐震改修工事

９ 住宅の省エネリフォームに関する助成制度
15



マンション環境性能表示制度

環境負荷の低減

■現行制度

１０，０００㎡超の大規模な新築マンションの環境性能について販売広告への表示を義務付け

４つの表示項目を４つの表示項目を
星印★で３段階評価

■建物の断熱性
■設備の省エネ性
■建物の長寿命化

■改正

■建物の長寿命化
■みどり

改

➢対象拡大（平成22年10月以降）
延べ面積5,000㎡超の新築等マンションまで対象を拡大。なお、延べ面積2,000㎡超のマンションは

建築物環境計画書を提出すれば、表示が可能
➢賃貸広告も対象に（実施済）➢賃貸広告も対象に（実施済）

分譲広告に加え、賃貸広告（賃貸マンション）も表示義務の対象
➢太陽エネルギーの追加（実施済）

表示項目に太陽光発電・熱利用を追加

★★★ 発電・熱利用１０ｋＷ以上

★★ 発電・熱利用 ５ｋＷ以上

★ 発電・熱利用 ５ｋＷ未満

※太陽光発電・
太陽熱利用が
ない場合は★
表示はなし★ 発電・熱利用 ５ｋＷ未満 表示はなし

（資料：東京都環境局）
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太陽光発電、太陽熱利用への助成（１）

環境負荷の低減

◇東京都では、東京都地球温暖化防止活動推進センターが住宅用太陽エネルギー利用機器
の設置費用の一部を補助。

東京都における補助金について（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）

■概要

太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値（１０年分）の譲渡を条件に補助金を交付

■事業期間

平成２１年4月から２年間

■補助対象用途

住宅 建 など住宅用（戸建て・マンションなど）

■補助対象機器及び補助額

対 象 シ ス テ ム 補助単価 設備規模

太陽光発電システム
（ＪＥＴ認証等が必要）

太陽光発電 １００，０００円/ｋＷ ３ｋＷ程度

太陽熱利用システムＡ
（グリーン熱証書の発行ができないもの）

太陽熱温水器 ９，０００円/㎡ ４㎡程度
（グリーン熱証書の発行ができないもの）

（ＢＬ認定が必要） ソーラーシステム １６，５００円/㎡

６㎡程度太陽熱利用システムＢ
（グリーン熱証書の発行ができるもの）

（ 認定が必要）
ソーラーシステム ３３，０００円/㎡

（資料：東京都環境局）

（ＢＬ認定が必要）
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太陽光発電、太陽熱利用への助成（２）

環境負荷の低減

◇経済産業省は、住宅用太陽発電システムの設置に関する補助制度（住宅用太陽光発電導
入支援対策費補助金）を実施。

国の補助金について（太陽光発電システム）

■事業期間

平成22年4月26日（月）～平成22年12月24日（金）

■補助金交付の対象者

自ら居住する住宅に対象システムを設置する個人又は法人（個人事業者を含む。）で、電灯契約をし
ている者ている者

■補助対象システム及び補助単価

区 分 対象システム 補助単価

太 陽 光 太陽光発電システム 70,000円/kW 

※ 以下の要件を満たすことが条件。

太陽電池 ジ 変換効率が 定 数値を る と(1) 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること。
(太陽電池の種類毎に基準を設定) 

(2) 一定の頻出・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること(10年
以上の出力長期保証) )

(3) 最大出力が10kW未満で、かつ、システム価格が65万円／kW以下であること

（資料：東京都環境局）
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居住者等による管理運営組織の設立、
まち並みの維持保全のための取組の支援

住宅地マネジメント活動の支援

まち並みの維持保全のための取組の支援

◇地区計画をベースにした住宅の配置や外構等に関するデザインコードや、まち並みの維持・

■ 東村山本町地区プロジェクト

醸成のための管理ルール等を定めるとともに、居住者等による管理運営組織を設立し、まち並
みの維持保全のための取組を行っている。
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都営住宅の耐震化整備プログラム

公共住宅ストックの更新の一層の推進

。
◇都営住宅約7,100棟26,500戸のうち、建替対象の住宅棟及び昭和56年以降に建設された
新耐震設計法による住宅棟を除く、約3,200棟13,600戸を対象に耐震化。

※平成18年3月末戸数

（資料）都営住宅耐震化整備プログラム（平成20年３月）／都市整備局 20



都民が適切に住宅を都民が適切に住宅を

選択できる市場の整備選択できる市場の整備
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安心して住宅を売買するためのガイドブック

既存住宅流通・リフォーム市場の活性化

◇ 既存住宅の取引にあたり、確認することが大切な事項を提示し、安心して売買できる環境を整えることに
より、既存住宅の円滑な流通を促進することを目的として、戸建住宅編（平成19年7月）、マンション編（平成
20年8月）を作成。

【構成】
１章 既存戸建住宅の流通について

【構成】
１章 既存マンションの流通について

１章 既存戸建住宅の流通について
２章 売買にあたっての確認事項
３章 住宅履歴の備えと住宅検査の実施の勧め
４章 不動産取引と契約に際しての留意事項
附章 関係資料

２章 マンション購入を検討するに当たって大切な視点
３章 売買に当たってのチェックリストによる確認事項
４章 不動産取引と契約に際しての留意事項
参考 登記事項証明書（登記簿）の参考例とその見方
付録1 相談先・支援制度等付録1 相談先 支援制度等
付録2 関係法令
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住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム10）
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化

普及啓発行動基準（リフォーム10）１０項目

■ 住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム10）の策定（平成19年9月）

① 問合せに対する迅速かつ適切な対応と情報の開示

② 具体的 記載 た見積書 提出

○ リフォーム10の普及と啓発について、東京都地域
住宅生産者協議会等を通じ、主に地域の工務店等で
構成する団体に働きかけ。

促進・支援
② 具体的に記載した見積書の提出

③ 書面による工事請負契約

④ 元請事業者 責任による 事 管理

○ リフォーム10を確実に守るための要件を満たした団
体に所属する会員（工務店等）と契約する消費者には
協力金融機関との連携により、優遇融資をする制度
（すまいのあんしんリフォーム10制度）の利用が可能。

促進 支援

④ 元請事業者の責任による工事・管理

⑤ 工程表の提出

⑥ 事打合せ記録書の作成及び 事写真撮影の実施

東京都
リフォーム10を策定

⑥ 工事打合せ記録書の作成及び工事写真撮影の実施

⑦ 工事完了確認書の提出

⑧ ア タ サ ビスの実施

工務店等で構成する団体
（要件※を満たした団体）

協力金融機関
（優遇融資）

リフォーム市場

連携

⑧ アフターサービスの実施

⑨ 標準書式により関係書類を整備

⑩ トラブル等 の責任ある対応

リフォーム10を
確実に守る会員
（工務店） 消費者ﾘﾌｫｰﾑ契約

⑩ トラブル等への責任ある対応
※ 要 件
①組織的な対応（指導・管理）②トラブル等への組織対応
③アフターサービス基準の整備④契約書等関係書式の整備
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住宅リフォームガイド
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化

作成の背景

住宅リフォームは、内容が多様で、様々な
業種が参入しトラブルも散見されるなど、

消費者にと て分かりにくく 不透明

住宅リフォームの計画から契約、工事引渡しとその後の

維持管理までの各段階を通じ、消費者が確認することが

望ましい「基本的な考え方」を取りまとめ （平成21年3月）消費者にとって分かりにくく、不透明 望ましい「基本的な考え方」を取りまとめ （平成21年3月）

リフォームの流れとポイント

○リフォーム内容や工事条件（予算・工期等）、優先度等
の整理

計画・準備

○業者を見分けるポイントとなる的確な見積書
（現況調査に基づく見積／複数業者から同一条件で見積 等）

書 る契約

事業者選び・契約

○書面による契約

○リフォーム工事における居住者の積極的な対応

リフォーム工事

（打ち合わせや工事状況の記録／工事内容変更の取り扱いに
係る事前協議／現場における工事内容の確認 等）

住宅 適切な手 れ 定期的な手 れ

適切な維持管理

○住宅の適切な手入れ・定期的な手入れ
（アフターフォローについて契約時に確認／住宅の建築時や
リフォーム時の関係書類等の保管）
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既存住宅流通量の実態把握

既存住宅流通・リフォーム市場の活性化

既存住宅流通量の実態把握

【住生活基本計画】 【社団法人 不動産流通経営協会】

○ 既存住宅の流通シェアの考え方 ○ 既存住宅流通量○ 既存住宅の流通シェアの考え方 ○ 既存住宅流通量
「民事・訴訟・人権統計年報」（総務省）における建物

売買による所有権移転個数をもとに推計した個人・法
人により取得され、所有権移転が行われた回数。

建物売買による所有件移転個数は住宅・非住宅別の
統計がとられていないため 各年の建築物ストックに占

分 子

既存住宅流通戸数
（一年の間に、既存住宅を
持家として取得し、かつ居

統計がとられていないため、各年の建築物ストックに占
める住宅比率を推計し、その住宅比率をもとに売買に
よる住宅の所有権移転登記個数を推計している。

○ 流通シェア（平成20年・全国）
◆ 既存住宅の流通戸数 46.9万戸
◆ 住宅着 数

住が継続されている戸数）
(住宅･土地統計調査）

分 母

新築住宅着工総数

既存住宅流通戸数
（一年の間に、既存住宅を

○ 課題とされる点
・ 持家を賃貸化して活用しているケース、買い替え

◆ 住宅着工戸数 109.3万戸
⇒ 30.0％

【財団法人 東日本不動産流通機構】

新築住宅着工総数
（住宅着工統計）

持家として取得し、かつ居
住が継続されている戸数）

(住宅･土地統計調査）

が行われるケースなどが考慮されない
・ 新築住宅着工総数には、借家や給与住宅も

含まれている

○ 流通シェア（平成20年・全国）
◆ 既存住宅の流通戸数 17 1万戸

○ ＲＥＩＮＳ（レインズ）による流通量
売却を依頼された会員不動産会社が機構に取引が

成立したことを報告。

◆ 既存住宅の流通戸数 17.1万戸
◆ 住宅着工戸数 109.3万戸

⇒ 13.5％
○ 流通シェア（平成15年・東京都）

◆ 既存住宅の流通戸数 1 9万戸

○ 流通シェア（平成20年・東京都）
◆ 既存住宅の流通戸数 1.6万戸
◆ 住宅着工戸数 15.7万戸

⇒ 9.1％
※北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越の1都1道15◆ 既存住宅の流通戸数 1.9万戸

◆ 住宅着工戸数 19.2万戸
⇒ 8.9％

※北海道、東北、北関東、首都圏、甲信越の1都1道15
県を事業圏とし、会員数は2009 年3 月末現在、
65,785 事業所。
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地域工務店から消費者への情報提供の手引き

新築住宅市場の誘導

○住宅は、一品生産が基本で、特に注文住宅の場合は、実物を見な
いで契約締結することが一般的

○住宅生産者と消費者との間には 知識や情報の量に大きな格差が

作成の背景

消費者が安心して家づくりに
取り組むためには、消費者

（平成19年11月作成）

○住宅生産者と消費者との間には、知識や情報の量に大きな格差が
あり、必要な情報の大部分が住宅生産者から提供

への情報提供が適切に行わ
れることが重要

特 徴 主なポイント

営業時 はじめ 相談時

はじめの相談～入居後の
アフターサービスの６段階

情報提供 を

Ⅰ 営業時・はじめの相談時

□「情報シート」の活用 □坪単価の表示例

Ⅱ プラン・見積等の相談・提案時

ポイント１ 家づくりの特徴、代表的な住宅の仕様、価格、生産者の概要等の情報提供

ポイント５ 住宅性能表示制度についての説明情報提供の手順を
２０項目のポイント

として提示
□工事見積書の積算根拠の説明 □工事見積書に含まれている工事費の内容と範囲の説明
□工事見積書以外に入居までにかかる費用の説明

ポイント５ 住宅性能表示制度についての説明

ポイント６ プランの説明（基本的な性能・特徴の説明）

ポイント８ 工事見積書の説明

住宅生産者の方が
利用しやすいように

□工事見積書以外に入居までにかかる費用の説明

Ⅲ 工事請負契約時

□契約書の作成 □請負金額に含まれている内容と範囲の説明

Ⅳ 施工時

ポイント11 工事請負契約内容の説明

主な項目についての
参考様式例を添付

Ⅳ 施工時

Ⅴ 竣工・引渡し時

□新築時 修繕工事 定期点検等の情報

ポイント15 新築時の情報を整理した「住宅履歴」の作成

ポイント13 工事状況の記録（工事記録書の作成）及び建築主への報告

１

□新築時、修繕工事、定期点検等の情報

Ⅵ アフターサービス時

□定期点検や修繕工事等を行った際の関係図書等の引渡し □ 「住宅履歴」への整理･保管方法の説明

ポイント20 定期点検、修繕工事等の関係図書の引渡し及び整理・保管方法の説明
26



広くて質がよく低廉な戸建住宅供給の実証実験
新築住宅市場の誘導

低廉な価格

整備する住宅の条件

合理化のポイント

木の香る家 家の特徴 無垢の木材や珪藻土などの自然素材の活用

■ 東村山本町地区プロジェクト

低廉な価格

建物本体工事費を都内の平均建築単価よ
り３割程度引き下げ

合理化のポイント

・柱、梁の仕口の統一と定尺材の利用

・木材産地の製材加工所と直結し、中間の流通経路を省略

・職種を減らした木工事中心の家づくり

良質

規模
敷地面積50坪(165㎡)、延べ面積40坪
(132㎡)程度

木造ドミノ

合理化のポイント

・寸法の統一された柱、梁による軸組架構により人工数を削減

・可動間仕切り板の採用により内部造作を省略

家の特徴 太陽エネルギーを利用した暖房換気システム、多摩産材の活用

住宅の質
・住宅性能表示における「劣化対策等級」、
「維持管理対策等級」で最高等級（等級
３）を取得

様々な間取りプランの設計が可能で 建

可動間仕切り板の採用により内部造作を省略

・専用の配管、配線スペースを設け作業性を向上

100年健康住宅 家の特徴 高気密高断熱を実現するためのパネル、廃棄の容易な建材等の
活用

・様々な間取りプランの設計が可能で、建
築後の間取りの変更が容易なもの

・東京都安全・安心まちづくり条例に基づく
「住宅における犯罪の防止に関する指
針」 に適合

合理化のポイント

・一間半モデュールによる柱、梁等の標準化

・断熱複合パネルによる大工労務費の削減

・イントラネットによる施工管理の集約化

公募プロポ ザルにより 審査委員会

新世代住宅

合理化のポイント

家の特徴 全提案中で最も低価格、耐震性等の高い基本性能（性能表示の最高等級）

公募プロポーザルにより、審査委員会
の審査を経て13グループから4グルー
プを選定。

・工務店をグループ化した資材の共同購入

・中間の流通経路を省略した直接仕入れ

・設計施工を合理化するためのオリジナル部材の開発
27



地域工務店のための安くて質の良い家づくりのひけつ
新築住宅市場の誘導

域 務店 安 質 良 り
◇ 東村山市本町地区プロジェクトにおける、広くて質が良く低廉な戸建住宅の建設を行う「実証実験」のプロセスで

得られた合理化等の手法を中心に、地域の工務店に向けてとりまとめたもの。 （平成19年11月）

特 徴

○ 実証実験の成果に裏付けられた具体的な合理化手法を、段階毎に紹介
○ 中小規模の地域工務店が実務で活用できる内容を取りまとめ、写真・図・イラストなどを豊富に用いて解説

特 徴

合理化の主なポイント

①平面・断面計画の単純化 ④合理的な工法の活用
企画・設計

②材と工の整理・集約化 ⑤設計・見積り作業の効率化

③躯体と設備・内装の分離

①資材・人材調達の効率化

②工場加工比率の向上（現場作業の効率化）

調達・加工

③材料搬入の効率化

施工・管理

①工程管理・品質管理

②廃棄物の削減
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（参考）マイホーム借上げ制度（㈳移住・住みかえ支援機構 ）

住み替え支援等による持家ストックの活用

●シニア（50歳以上）の住宅を終身で借上げ
●仮に空き家になっても最低保証賃料を支払い
●万一に備え、(財)高齢者住宅財団の債務保証基金が設定

●日本に居住する50歳以上の方（原則として国籍は問わず）、
または海外に居住する50歳以上の日本人であること

●住宅が共有の場合は全員の承諾を得られること

「マイホーム借上げ制度」の特徴 利用の条件

●万 に備え、(財)高齢者住宅財団の債務保証基金が設定
●借上げの際の改修費用は、毎月の賃料から自動返済が可能
●ハウジングライフ（住生活）プランナーがサポート

●住宅が共有の場合は全員の承諾を得られること
●住宅に一定の耐震性が確保されていること
●土地や建物に抵当権などが設定されていないこと

制度のしくみ

マイホームを貸す人のメリット 賃貸住宅を借りる人のメリットイホ を貸す人の リット

・JTIがマイホームを最長で終身借上げ、 安定した家賃収入を保証
・マイホームを、もうひとつの「年金」として活用可能
・入居者との契約期間が３年単位のため、マイホームに戻ることが可能
・家を長持ちさせるメンテナンス費用を家賃収入でまかなうことが可能

賃貸住宅を借りる人のメリット
・良質な住宅を、相場より安い賃料で借家
・敷金や礼金が不用

(契約時の仲介手数料は必要)

・壁紙など、一定の改修が可能
・３年ごとに優先して再契約が可能

◆実績（東京都）：引合い件数 475件、登録件数 292件、契約完了 24件（平成22年7月1日現在）

・家を長持ちさせるメンテナンス費用を家賃収入でまかなうことが可能 ・３年ごとに優先して再契約が可能

（資料）㈳移住・住みかえ支援機構ホームページをもとに作成。
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賃貸住宅のトラブル防止ガイドライン
賃貸住宅におけるトラブルの防止

◇ 民間賃貸住宅の賃貸借をめぐるトラブルを防止するため、条例で説明を義務付けている原状回復や入居中の
修繕などの基本的な考え方について、法律上の原則や判例等をもとに解説。

■ 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の作成(平成16年9月）

原状回復の基本的な考え方（原則）

借主の負担（原状回復）

借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた
住宅の損耗やキズ等の復旧住宅の損耗やキズ等の復旧

※故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ等も借主の負担。

貸 主 の 負 担

経年変化及び通常の使用による消耗等の復旧

■原状回復に関する特約
○貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることが可能。
○ただし 通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す負担はすべて

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなど
の客観的、合理的理由が存在

②賃借人が特約により通常の原状回復義務を超

賃借人に特別の負担を課す特約
が有効と認められるための要件

○ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す負担はすべて
認められるわけではなく、裁判の結果、特約が無効とされる場合もある。

○判例によれば、特約が有効となるためには、右の３つの要件が必要である
とされる。

②賃借人が特約により通常の原状回復義務を超
えた修繕等の義務を負うことについて認識してい
ること

③賃借人が特約による義務負担の意思表示をし
ていること

入居中の修繕の基本的な考え方（原則）

○貸主の義務⇒借主がその住宅を使用し居住していくうえで、必要となる修繕を実施。
○ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用等、借主の責任により必要となった修繕は、借主の負担。

■原状回復に関する特約

貸主と借主の合意により、小規模な修繕については、貸主の修繕義務を免除するとともに、借主が自らの費用負担で行うことがで
きる特約を定めることが可能。 30



賃貸住宅に関する相談件数の推移
賃貸住宅におけるトラブルの防止

■ 賃貸住宅に関する相談等件数の推移

25000
(件)

20,578

5057855
842

783

1106

469
421

394

473

15000

20000

契約前相談

申込取消

17,292
16,090

17,328

1914
2086

1873
2168

2688

4007
3772

4128
421

10000

15000
契約

管理

契約更新

5378 4723
4796 6216

2112
1822

1755

5000

退居時（敷金(原状回復)）

報酬・費用請求

その他

2070 2273 2973 2786
315 364

331 338

0

18 19 20 21

その他

(年度)18 19 20 21 (年度)
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賃貸住宅に関する相談内容
賃貸住宅におけるトラブルの防止

◇ 東京都に寄せられた、賃貸住宅関連の相談内容（平成21年度）。
◇ 相談件数は、「退居時」（6,216件）、「契約」(5,057件)、の順になっている（その他を除く）。

申込 消 預かり金返還 297件

契約前相談 1,106件、5.4%その他 2,786件(13.5%)

申込取消

473件(2.3%)
預かり金返還 297件

住環境その他 176件

重要事項説明に関する相談 767件

報酬等費用請求 338件(1.6%) その他

2,786件

(13.5%)

契 約

5,057件

(24.6%)

契約内容に関する相談 1,539件

入居時の説明と異なる設備等 187件

礼金 57件

条例２条による説明 146件

退居時〔敷金（原状回復）〕

6,216件(30.2%)

契 約
5,057件
(24.6%)

退居時〔敷金（原状回復）〕
その他 2,361件

管 理
2,688件
(13 1%)

退居時〔敷金（原状回復）〕

6,216件

(30.2%)

管 理

2,688件

(13.1%)

瑕疵の問題 200件

入居中の修理・修繕 1,195件

その他 1,293件契約更新

1,914件

更新事務手数料請求 380件

更新料 622件

更新内容（賃料値上げ） 283件

(13.1%)
契約更新
1,914件
(9.3%)

, 件

(9.3%) 更新内容（その他） 366件

その他 263件
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住宅に困窮する都民の住宅に困窮する都民の

居住の安定確保居住の安定確保
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高齢者向けの住まいの確保

都営住宅建替えにおける高齢者福祉施設等の整備

◇ 都営住宅の建替えにあたっての福祉関連施設の整備については、地元区市からの要望があった場合、東京都が行う公共住宅建設
に関連する地域開発要綱に基づき、建替え事業に支障のない範囲で整備を支援。

◇ この場合、建物の建設費は区市等または社会福祉法人が負担し、用地については、区市が施行する場合は無償貸付又は無償使用
許可 社会福祉法人が施行する場合には有償貸付（30％減額）許可、社会福祉法人が施行する場合には有償貸付（30％減額）。

対象施設

①児童福祉施設 ・子ども家庭支援センター

主な整備事例

福祉施設の種別 施設数 主な整備事例①児童福祉施設 ・子ども家庭支援センター
・ファミリー・サポート・センター
・保育所
・学童クラブ
・児童館

福祉施設の種別 施設数 主な整備事例

保育所 235施設 ・上北沢一丁目第2アパート
（平成20年度開設「松沢保育園」）

・小松川三丁目第2アパート
（平成21年4月開設「小松川第3保育

②老人福祉
（保健）施設

・在宅介護支援センター
・高齢者在宅サービスセンター
・痴呆性高齢者デイホーム
・訪問看護ステーション
老人保健施設

（平成21年4月開設「小松川第3保育
園」）

高齢者在宅

サービスセンター

23施設 ・長房アパート
（平成17年度開設「高齢者在宅サー
ビ・老人保健施設

・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・ケアハウス
・老人福祉センター

サ ビスセンタ
ビスセンター長房」）

・東久留米幸町一丁目アパート
（平成18年度開設「東久留米市幸町
デイサービスセンター」）

特別養護老人 施設 桐 丘 丁目 パ ト
③障害者福祉施設 ・障害者地域自立生活支援センター

・精神障害者地域生活支援センター
・心身障害者（児）訓練施設
・心身障害者授産施設
心身障害者福祉作業所

特別養護老人
ホーム

7施設 ・桐ヶ丘一丁目アパート
（平成13年度開設「桐ヶ丘やまぶき
荘」）

・百人町四丁目第4アパート
（平成20年度開設「新宿けやき園」）

・心身障害者福祉作業所
（平成 年度開設 新宿けやき園」）
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高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業

高齢者向けの住まいの確保

■ 東京都認定による高優賃（民間土地所有者等）供給実績の分布状況

※管理戸数全体戸数 606戸

奥多摩町

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

青梅市

小 市

東村山市

西東京市福生市

東大和市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市
羽村市瑞穂町

 日の出町

桧原村

奥多摩町

千代田区
中央区

港区

新宿区

文京区台東区
墨田区

江東区

世田谷区

渋谷区

中野区
杉並区

豊島区

江戸川区

八王子市

立川市 武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

小金井市

小平市

日野市

国分寺市

国立市

西東京市福生市

狛江市

 あきる野市桧原村

要綱等策定済区市：12区2市

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

町田市

狛江市多摩市 稲城市

千代田、中央、墨田、品川、目黒、中野、豊島、北、

荒川、足立、葛飾、江戸川、清瀬、東久留米

※練馬区、日野市は東京都の要綱により実施している

= 100
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都市再生機構による高齢者向け優良賃貸住宅供給実績

高齢者向けの住まいの確保

■ 高優賃（都市再生機構）供給実績の分布状況

※管理戸数全体戸数 5,106戸

奥多摩町

台東区
豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

青梅市

小平市

東村山市

西東京市福生市

東大和市

清瀬市

東久留米市武蔵村山市
羽村市

あきる野市

瑞穂町
 日の出町

桧原村

奥多摩町

千代田区
中央区

港区

新宿区

文京区台東区
墨田区

江東区

目黒区

世田谷区

渋谷区

中野区
杉並区 江戸川区

八王子市

立川市 武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

小金井市

小平市

日野市

国分寺市

国立市

狛江市多摩市 稲城市

あきる野市桧

品川区

目黒区

大田区
町田市

狛江市多摩市 稲城市

都市再生機構による高優賃は、既存住宅の改修による

= 500
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高齢者向け優良賃貸住宅の事例

高齢者向けの住まいの確保

■旧小学校校舎を活用して、高齢者向け優良賃貸住宅を
供給

■旧民間賃貸マンションを活用して高齢者向け優良
賃貸住宅を供給

ヘルスケアタウンにしおおい
（旧 品川区立 原小学校跡）

こもれび滝山公園

供給

○ ケアホーム西大井こうほうえん（東京都品川区）
（高齢者向け優良賃貸住宅 ４２戸）

【施設概要】

賃貸住宅を供給

○ 高齢者向け優良賃貸住宅 ２７戸 （東京都東久留米市）

【施設概要】
３階建て既存マンションを改築し

・構造：ＲＣ造３階建て
・間取り、家賃等

３階建て既存マンションを改築し、
高齢者向け優良賃貸住宅の他、コミュニティ室等を整備

・構造 ： ＲＣ造３階建て
・住戸面積

Ａタイプ：２ＤＫ（43.21㎡） １９戸
Ｂタイプ：３ＤＫ（48 24㎡） ８戸

Ａタイプ 1人用 20.68～20.80㎡ １０戸 ８万円

Ｂタイプ 1人用 31.81㎡ ２６戸 ９万円

【サービス内容】
①基本サービス

・安否確認、
緊急通報

Ｂタイプ：３ＤＫ（48.24㎡） ８戸
・契約家賃 ：85,600～95,500 円／月

【サービス内容】
①緊急通報
②安否確認

Ｃタイプ 2人用 37.89㎡ ６戸 １０万円

・緊急通報、
・ﾌﾛﾝﾄ
・生活相談 等

②生活支援サービス
・手続き代行
通院介助 等

②安否確認
（在宅時、一定時間水の使用がない場合等に自動的に警備会社へ

通報）

・通院介助 等
③食事サービス
④介護サービス

（特定施設入居者生活介護）

○併設施設 エントランス部分 マンションの居室を○併設施設
認可保育園(１００名）、
介護予防拠点、地域交流施設

エントランス部分

（新たに設置されたスロープ）

マンションの居室を
改良したコミュニティ室

（資料）少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」実現プロジェクトチーム報告（平成21年11月）／東京都 37



高齢者円滑入居賃貸住宅制度・あんしん入居制度

高齢者向けの住まいの確保

◇高齢者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、
その情報を広く提供する制度。
（平成13年10月開始）

高齢者円滑入居賃貸住宅制度

●実施主体
東京都においては （財）東京都防災・建築まち

◇この制度の中で、専ら高齢者又はその配偶者
を賃借人とする賃貸住宅を高齢者専用賃貸住
宅として登録。 （平成17年12月開始）

東京都においては、（財）東京都防災・建築まち
づくりセンターが指定登録機関。
※平成22年4月1日より、東京都が登録・閲覧業務を直接

実施。

●利用方法
インターネットで公開しているほか 登録機関及インタ ネットで公開しているほか、登録機関及
び区市町村の窓口において、情報提供

●実績 （平成22年3月末現在）
高齢者円滑入居賃貸住宅登録数：

1,464件、22,587戸
（内数）高齢者専用賃貸住宅：（内数）高齢者専用賃貸住宅：

53件、1,513戸

◇保証人がいない等の理由により賃貸住宅へ
の入居が困難な高齢者がスム ズに入居でき

あんしん入居制度 ※ （資料）(財)東京都防災・建築まちづくりセンター

● （財）東京都防災・建築まちづくりセンターが実

の入居が困難な高齢者がスムーズに入居でき
るよう、利用者の費用負担により、見守り（緊急
通報サービス等）、葬儀の実施、残存家財の
片付けのサービスを提供。

● （財）東京都防災・建築まちづくりセンタ が実
施。

●実績
407件（平成22年3月末現在） 38



あんしん賃貸支援事業

高齢者向けの住まいの確保

高齢者、障害者、外国人及び子育て世帯の入居が制限されることのない賃貸住宅と、それを取り扱う賃貸住宅協力店（仲介事業
者）及び支援団体等を都道府県知事等に登録し、その情報を広く提供する。地方公共団体、関係諸団体が連携して居住支援を行う。

●事業主体
・都道府県（住宅登録）及び区市町村（入居支援）

（都においては、(財)東京都防災・建築まちづくりセンター
を指定登録機関に指定）

●実績（平成２２年３月末現在）
①登録住宅

１２３件
を指定登録機関に指定）
※平成22年4月1日より、東京都が登録・閲覧業務を直接実施。

●登録基準・内容
・登録住宅は、賃貸借契約によるものに限定
戸数要件 整備基準等はなし

②支援団体
社会福祉法人ＪＨＣ板橋会（障害者）
（居住支援内容に関する登録情報：６件）

・戸数要件、整備基準等はなし

登録項目
・賃貸人の氏名又は名称
・受け入れることとしている高齢者等の類型
・賃貸住宅の位置・構造・階数及び建設年月

③参加地方公共団体
東京都

○居住支援参加地方公共団体
・板橋区（平成19年3月より参加）
新宿区（平成21年8月より参加）・賃貸住宅の規模・戸数

・賃貸住宅の家賃及び共益費の概算額
・バリアフリーの内容
・あんしん賃貸住宅協力店登録番号・名称
・支援団体名称・支援内容(居住支援)

・新宿区（平成21年8月より参加）

④あんしん賃貸住宅協力店
３２５件

●居住支援のイメージ
社会福祉法人やNPO法人などの「あんしん賃貸支援団体」

が、入居希望者と家主の双方が抱える不安や心配事を解消す
るためのサポート（契約時の立会いや通訳などによる契約事項るためのサポ ト（契約時の立会いや通訳などによる契約事項
や生活ルールの説明、入居後の電話相談など）を実施。

※地域により支援団体が行う活動内容は異なる。
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少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」の東京モデル

高齢者向けの住まいの確保

住宅施策と福祉施策に

今後、都は

老後の「すまい」

なぜ　今「すまい」なのか

国や都では住宅と福祉の所管が個別に対応
◎東京の急速な高齢化

 ２０２５年/３４３万人

　（２０００年/１９１万人）

◎高齢者のみ世帯の増加
 ２０２５年/１４４万世帯

国の縦割りに縛られてきた

⇒ 連携や総合的 計画的な取組が不足

◎身体機能の低下に応じた

住宅や施設が不足

これまで

【現状】：「在宅」か「施設」かの二者択一  「  東  京  モ  デ  ル  」

住宅施策と福祉施策に

横串を刺し「現場」で融合
の不安が増大

◎高齢者のみ世帯の増加
　（２０００年/７７万世帯）

◎土地がなく地価が高い 全国一律の基準

　　　⇒　家賃が過大

⇒ 連携や総合的・計画的な取組が不足

　⇒　時代の要請に応えられない
◎家族や地域の支え合い

　の機能が低下

在　宅 施 設
在 宅 施 設ケア付きすまい

【東京モデル３】
シルバー交番（仮称）

【東京モデル１】
【東京モデル２】

東京の特性を踏まえ 高齢者の安心 安全を確保した新しい「すまい」を提案

東京モデル１
～ケア付きすまい（賃貸住宅）～

サービスの質が確保されたケア付き賃貸住宅

東京モデル３
～地域の安心・シルバー交番（仮称）～

東京モデル２
～都型ケアハウス～

大都市の事情を踏まえた新たな施設基準 住み慣れた地域で暮らせる安心・安全を提供

東京の特性を踏まえ、高齢者の安心・安全を確保した新しい「すまい」を提案

　

シルバー交番（仮称）

ボランティア 介護事業者

都有地や区市町村有地などの土地資源や廃校した学校の空き校舎などの既存ストックを有効活用

○低所得者（生活保護受給者含む）層向け

○未届施設（「たまゆら」など）の利用者の
　受け皿

○中堅所得者（厚生年金受給者等）層向け

○バリアフリー化とサービスの質の確保

○住宅と施設の併設の促進
2,400人

240か所

約7,000人

約6,000戸
NＰＯ 民間会社

コーディネート

緊急通報システムや
安否確認

大都市独自の面積基準
　⇒　低額な利用者負担

　食事の提供、介護職員の配置

緊急通報 サービス提供

相談 戸別訪問

介護関連施設・診療所
の併設を促進

段差のない床、
手すりの設置など

※公的補助金を活用し事業者参入を促進

の併設を促進

※高齢化が顕著な地域に優先的に設置※ハードとソフトの両面で安心を提供

手すりの設置など
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東京モデル１ ～ケア付きすまい（賃貸住宅）～

高齢者向けの住まいの確保

（基本的な考え方）
現役時代の中堅所得者層が、高齢期に安心して暮らすことができるよう、適切な負担で入居でき、緊急時対応・

安否確認の機能が備わり、必要な場合は日常生活を支援するサービスや介護サービスも利用可能な「すまい」
の提供が必要であるの提供が必要である。

（中堅所得者層向けの「ケア付きすまい」のイメージ）
① 中堅所得者層（厚生年金受給者など）が適切な負担で① 中堅所得者層（厚生年金受給者など）が適切な負担で

入居できる住宅（高齢者向け優良賃貸住宅、適合高齢者
専用賃貸住宅）の供給
＊ 賃貸住宅や学校などの既存ストックの利活用も促進し、

経営者の事業 ストや入居者の家賃負担を軽減する

高円賃（高齢者円滑入居賃貸住宅）

・高齢者の入居を拒まない
（高齢者以外も入居可能）

【参考】

経営者の事業コストや入居者の家賃負担を軽減する。

② 緊急時対応・安否確認等のサービスが提供され、その
質が確保されていることによる安心の提供

提供されるサ ビスの質を確保するため 都が定める

（高齢者以外も入居可能）

高専賃（高齢者専用賃貸住宅）

・高齢者のみが入居可能

＊ 提供されるサービスの質を確保するため、都が定める
「高齢者向け住宅におけるサービス提供等のあり方指
針」に適合しているもの。

③ サ ビス提供のための機能 施設（介護関連施設など）

適合高専賃
（適合高齢者専用賃貸住宅）

高優賃
（高齢者向け優良賃貸住宅）

・面積・サービスなどの
基準に適合
介護保険法の特定施設

・面積・バリアフリー
などの基準に基づき

③ サービス提供のための機能・施設（介護関連施設など）
の併設の促進
＊ 「医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業」

を含む。

・介護保険法の特定施設
となりうる

などの基準に基 き
認定

41



高齢者向けの住まいの確保

都営住宅建替え創出用地での民活事業による
高齢者 子育て支援施設等の導入高齢者・子育て支援施設等の導入
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子育て世帯の支援

都営住宅建替え創出用地での民活事業による
子育て支援施設等の導入

■ 勝どき一丁目地区プロジェクト

子育て支援施設等の導入
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東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成事業

子育て世帯の支援

少子化対策として、子育て世帯向けの賃貸住宅をモデル的に供給し、効果の検証などその成果を活用す
ることにより 民間市場等における優良な子育て世帯向け賃貸住宅の供給促進につなげていく （平成22年

１ 目的

ることにより、民間市場等における優良な子育て世帯向け賃貸住宅の供給促進につなげていく。 （平成22年
度より実施予定）

２ 事業概要 ４ 補助内容等

○ 子供の安全の確保や子育て支援施設との連
携等に配慮しつつ、適切な負担で良質かつ一定
以上の広さの民間賃貸住宅をモデル供給

※保育施設などの併設や、共用部分や住戸内のバリアフリー化や転落防止柵
の設置等 住戸内の遮音や指つめ防止など事故防止のための措置

現行の地域優良賃貸住宅制度（一般型）を基本
に住戸内の子育て世帯向け設備や併設する子育

て支援施設の一部等も都独自で補助対象とする。

① 費の設置等、住戸内の遮音や指つめ防止など事故防止のための措置

○ その成果をガイドラインやマニュアルとしてまと
め、区市町村や民間事業者に提示

３ 事業実施期間 規模

補助 ①建設（改良）費

・補助対象：共同施設・子育て世帯
向け設備 等

・補助率：2/3
②家賃補助 月額上限4万円（管理

平成22～24年度で300戸を供給（認定ベース）
・供給予定戸数

３ 事業実施期間・規模

供給方式 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 合計

②家賃補助 月額上限4万円（管理
期間10年、1世帯最長6年）

③計画作成費等 補助率：2/3
※他に市場状況調査、コンサル派遣
等の計画作成支援供給方式 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 合計

新規賃貸住宅供給型 40戸 80戸 80戸 200戸

既存ストック改良型 20戸 40戸 40戸 100戸

合計 60戸 120戸 120戸 300戸

等の計画作成支援

住宅の要件 ①１戸当たり専有面積50～125㎡

②バリアフリー化

③安心・安全の確保
合計 60戸 120戸 120戸 300戸

④一定の立地条件 等
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都営住宅の適正な管理（１）

住宅困窮者への対応

■最近の主な都営住宅管理制度改正

事 項 内 容

期限付き入居制度の導入 ○ 東京都営住宅条例を改正し、12月から特定都営住宅に期限付き入居制度を導入（平成13年10月）
○ 都営住宅について、利用機会の公平を確保するとともに、若年ファミリー世帯の入居を促進するために一般都営住宅

に期限付き入居制度を導入した。（平成15年５月）
○ 子育て支援を目的として対象地域を都内全域に拡大するとともに、多子世帯向けにも導入（平成17年度）○ 子育て支援を目的として対象地域を都内全域に拡大するとともに、多子世帯向けにも導入（平成17年度）
○ 子育て支援向けの期限付き入居の募集戸数を拡大（1,000戸募集）（平成21年度）

優遇抽せん制度の拡充 ○ 障害者･高齢者等の優遇抽せん制度をあき家募集に拡充（平成13年５月）
○ 対象世帯の拡充（ＤＶ被害者世帯、犯罪被害者世帯、小さな子どものいる世帯） (平成19年５月)

使用承継制度の見直し ○ 都営住宅の利用機会の公平性を確保するため 使用承継・同居許可を認める対象を三親等内親族から一親等親族使用承継制度の見直し ○ 都営住宅の利用機会の公平性を確保するため、使用承継 同居許可を認める対象を三親等内親族から 親等親族
へ見直し（平成14年７月）

○ 高齢者、障害者、病弱者に配慮しつつ、一親等親族から原則として配偶者のみに見直し(平成19年８月)

指定管理者制度の導入 ○ 地方自治法の改正に伴い、都営住宅の管理運営を民間事業者にも委託できる指定管理者制度を導入し、東京都住宅

供給公社に管理委託していた業務のうち入居者への直接的な対応や日常的な施設管理（収納、滞納整理、入居者管

理、設備保守点検、駐車場管理）を指定管理者の業務とした。

暴力団員の排除 ○ 都営住宅等からの暴力団員の排除
（新規入居者は平成19年７月以降の募集より、既存入居者は平成19年８月より施行）

入居収入基準・家賃制度 ○ 公営住宅法施行令の改正により、平成21年4月より収入基準が改正された。（政令月額 200,000円 → 158,000円）
○ 既存 居者 は 経過措置と 成 年 月ま 改 前 収 超過者及び高額所得者 収 基準が適の見直し ○ 既存入居者については、経過措置として平成26年３月まで改正前の収入超過者及び高額所得者の収入基準が適用

される。
○ 使用料の経過措置として、改正により使用料が上昇する場合は５年間で段階的に使用料を引き上げ、平成25年度に

改正後の基準による使用料となるよう政令で規定している。
○ 東京都では、さらに負担を緩和する措置をとり、改正による使用料の引き上げを１年間延ばし、平成22年度より５年間

又は７年間、建替えが伴う場合は最長11年間で段階的に使用料を引き上げ経過措置を実施している。又は７年間、建替えが伴う場合は最長 年間で段階的に使用料を引き上げ経過措置を実施している。
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都営住宅の適正な管理（２）

住宅困窮者への対応

■ 都営住宅の応募状況 ■ 都営住宅入居者数・収入超過者数の推移

（万戸 万世帯）

◇都営住宅の応募者数は２０万前後で推移。 ◇収入超過者の数は、減少傾向。

(万世帯)

15.1 15.0
16.4

21.3
20.2 19.8 20.5

22.7
21.7 21.8

20.3 19.5 20.1

15 0

20.0

25.0
（万戸・万世帯）

15.0

20.0

25.0
(万世帯)

1.4 1.4 1.4 1.9 1.4 0 9 0 7 0 8 0 7 0 6 0 6 0 7 0 7

5.0

10.0

15.0

4 7 4 1

17.5 18.8 19.5 20.3 20.8 21.1 21.4 21.6 21.6 20.9 21.5

5.0

10.0

0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7

0.0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

（年度）

公募戸数 応募者数

4.7 4.1 3.5 3.1 2.7 2.3 2.0 1.8 1.7 1.7 1.6
0.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

（年度）

収入超過者 本来入居者公募戸数 応募者数 収入超過者 本来入居者公募戸数 応募者数 収入超過者 本来入居者公募戸数 応募者数 収入超過者 本来入居者
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住宅手当緊急特別措置事業

住宅困窮者への対応

概要 離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪
失又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給すること
で、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

対象条件 ①平成19年10月1日以降に離職した者 離
職

喪 ハ
ロ

就
資
金

住宅手当
担当窓口

＜役割＞

住
宅
の 住

宅に
早
期②離職前に、主たる生計維持者であった者

③就労能力と常用就職の意欲があり、ﾊﾛｰﾜｰｸへ求職申込みを行
う者又は現に行っている者

④住居を喪失又は喪失するおそれのある者
⑤収入要件

単身世帯：月収約13 8万円（※）未満／２人世帯：17 2万円以下

職
に
よ
り
住
宅
を

喪
失
す
る
お
そ
れ

ロ
ー
ワ
ー
ク

就
職
安
定

金
融
資
等

＜役割＞
○各種施策の

説明

○相談支援

○住宅手当の

の
確
保→

住
宅
手

宅
確
保
・
就
労
支

に
よ
る
就
労
支
援

期
自
立
・
生
活
の単身世帯：月収約13.8万円（※）未満／２人世帯：17.2万円以下

３人以上：月収約24.2万円（※）未満
※上限額は、東京都区市、横浜市等の場合で、地域により異なる。

⑥資産要件
単身世帯50万円／複数世帯100万円以下

⑦雇用施策による貸付け等及び地方自治体等が実施する住居等
困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を 申請者及び申請

を
喪
失
又
は

の
あ
る
者

○住宅手当の
審査・決定・
支給

○居住、就労
支援

など

当
の
支
給

支
援
員

援 の
安
定

困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を、申請者及び申請
者と生計を一とする同居の親族が受けていない者

支給額 生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として支給

①単身世帯の支給額

・月収8.4万円以下：53,700円を上限

支給対象者は、支給期間中に
①毎月１回以上、ハローワークにおいて職業相談を受けること
②毎月２回以上、住宅確保・就労支援員等による面接等の支援を受けること
③原則週１回以上の求人先への応募等を実施すること。

など

・月収8.4万円超 ：住宅手当支給額=家賃額-（月収-84,000円）(※)

②複数世帯の支給額

・月収17.2万円以下：69,800円を上限

・月収17.2万円超 ：住宅手当支給額=家賃額-(月収-172,000円)(※)
(３人以上世帯のみ)

※就職安定資金融資等受給期間を過ぎて、なお就労できない場合、住宅手当を受給することが
可能

東京都社会福祉協議会による貸付制度
（窓口は区市町村社会福祉協議会）

＋
※住宅手当緊急特別措置事業とは別に、 社会福

祉協議会において貸付の審査・決定を行う。

※家賃額は、住宅手当基準額を上限／支給額は、１００円未満を切上げ

支給期間 最長６ヶ月。ただし就職活動要件を誠実に実施している者について
は、さらに３ヶ月間延長可能（＝最大９ヶ月）

実施主体 区市（町村は東京都）

開始時期 平成２１年１０月

◎住宅手当支給までの生活
費が必要な場合

⇒臨時特例つなぎ資金貸付 制度
（ただし 住居のない離職者に限

◎住宅入居の初期費用やその後の 生活費
が必要な場合

⇒生活福祉資金（総合支援資金）貸付制度
●住居入居費：40万円以内

●生活支援費：

（窓口は区市町村社会福祉協議会）

＋

祉協議会 お 貸付 審 決定を行う。

開始時期 平成２１年１０月～ （ただし、住居のない離職者に限
る。）

◇貸付限度額10万円以内、
連帯保証人不要、無利子

●生活支援費：
・2人以上/月額20万円以内
・単身世帯/月額１５万円以内

●一時生活再建費：60万円以内
◇連帯保証人ありの場合、無利子
◇連帯保証人なしの場合、年1.5%

＋
※下線部分は、平成22年４月１日改正

（資料）厚生労働省資料をもとに作成。
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ＴＯＫＹＯチャレンジ介護

住宅困窮者への対応

支援事業の対象者

◇ 介護職場への就職を目指す離職者等に対して、ホームヘルパー養成２級課程の資格取得支援を行うことで、 「離職者等の生活の
安定」と「介護人材の育成・確保」を図るためのサポートセンター「TOKYOチャレンジ介護」において、離職者等の居住安定を支援。

支援事業の対象者

離職者支援コース 資格取得コース

①解雇・雇い止めにより、住居喪失状態である方、又は住居喪失状態
となるおそれのある方

世帯の生計中心者の収入が一定基準以下であること など

扶養人数 ０人(単身) １人 ２人 ３人
②離職している方
③離職前に就労により世帯の生計を維持していた方
④申込み時点において２０歳以上６５歳未満である方 など ※賃貸物件に住んでいる方は、年額84万円（月額7万円）を限度に、家賃支払

額を本人収入額から減額できる場合あり

扶養人数 人(単身) 人 人 人

総収入(年間) 176万円以下 260万円以下 320万円以下 380万円以下

支援事業の内容

離職者支援コース 資格取得コース

■介護講座の無料受講（ホームヘルパー２級課程対象） ■介護講座受講料を全額助成（ホームヘルパー２級課程対象）

■一時住居の確保

○一時住宅に最大３ヶ月間入居支援（使用料：500円／日）
○ 提供戸数：民間賃貸住宅50戸、都営住宅10戸

■東京都福祉人材センターによる就労支援

■受講奨励金支給

■東京都福祉人材センターによる就労支援

■生活相談支援
■東京都福祉人材センタ による就労支援

■資金貸付
○生活費、転宅に必要な敷金・礼金等の貸付など

■生活相談支援

■居住相談支援
○民間賃貸物件等の情報提供、賃貸借契約支援

■居住相談支援
○民間賃貸物件等の情報提供、賃貸借契約支援

（注記） 部は、居住支援に関する事業
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年末年始の生活総合相談

住宅困窮者への対応

【実施内容】
○ 対象者 ・求職中の貧困・困窮者で住居のない者

・都内に生活実態がある者

【国立オリンピック記念青少年総合センター

における利用者の状況】・都内に生活実態がある者

・都内のハローワークに求職登録をしている者

○実施主体・国及び都

における利用者の状況】

利用者総数 ８６０名（男性８４４名、女性１６名）

【年齢】 【入所前一週間の主な宿泊地】

最年少18歳・最年長80歳・平均47 1歳 ６０９名区部 70 8%

○ 内 容 ・宿泊場所、食事等の提供

・生活相談、住宅相談、健康相談、就労相談、

法律相談 心の相談

最年少18歳 最年長80歳 平均47.1歳

回答拒否

計

19.2%

100%

６０９名

４１名

４５名

１６５名

８６０名

区部

市部

都外

70.8%

4.8%

5.2%

２名

５２名

１８２名

１０歳代

２０歳代

0.2%

6.0%

21.2%

30 1%

３０歳代

２５９名４０歳代 約80%

【経緯】

法律相談、心の相談

※就労あっせん、住宅あっせん、生活保護申請手続きは行わない。

【住居喪失時期】

計

３４３名

８３名

100%

H21.7～12

H21 1 6

８６０名

39.9%

9 7%

27.7%

12.7%

2.0%

0 1%

２３８名

１０９名

１７名

１名８０歳代

30.1%２５９名４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

約80%

【経緯】

12月２８日～１月４日 国立オリンピック記念青少年総合セ

ンターで事業実施

１月４日 都内カプセルホテルへ分散して移動
【主な生活形態】 ８６０名

23.3%

100%

８３名

２３４名

２００名

H21.1～6

H21年以前

回答拒否

計

100%

9.7%

27.2%

0.1%１名８０歳代

計 ８６０名

１月５日～1８日 都の宿泊援護施設なぎさ寮で実施

※行き先が決定した者から順次退寮

全 が

６４名

４０７名

14.7%

友人・知人宅　等

回答拒否

47.3%店舗・宿泊施設　等

路上(駅・公園)

7.4%

２６３名 30.6%

１２６名

１月１８日 全員が退寮し、事業終了 ８６０名 100%計
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